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障害者減免判定フローチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

             

     

 

 

 

 

 

どなたが運転しますか？ 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

               

お手持ちの手帳の種類は何ですか？ 

療育手帳・精神福祉手帳 身体障害者手帳・戦傷病者手帳 

はい 

いいえ 

減免できません 

どなたが運転しますか？ 

車両の名義は障害者本人名義もしくは同一生計の家族名義ですか？ 

はい 

減免できません 

いいえ 

障害者

本人 

同居の家族 同居ではないが 

生計を一にする家族 

添付書類として、同一

生計がわかる健康保険

証の写しが要ります 

次頁の表（本人以外が運転する場合）によ

り確認し、等級該当すれば減免できる 

 

次頁の表（本人が運転する場合）によ

り確認し、等級該当すれば減免できる 

障害者を常時介護する人（た

だし、当該障害者世帯が障害者

のみで構成される場合のみ） 

添付書類として

常時介護申立書

が要ります 

療育手帳 A1、A2、B1 が減免対象。精神は 1 級が対象。 

身体・戦

傷病者 

療育・精神 

身体障害・戦傷病・・・ 

療育・精神・・・・・ 

この線をたどってください 


